
○
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
三
号

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
二
条
の
表
大
型
特
殊
自
動
車
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
特
殊
な
構
造
を
有
す
る
自
動
車
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

本
則
を
本
則
第
一
号
と
し
、
本
則
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
行
う
搭
乗
型
移

動
支
援
ロ
ボ
ッ
ト
の
公
道
実
証
実
験
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
自
動
車
（
車
体
の
大
き
さ
が
長
さ
お
お
む
ね
百
五
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
幅
お
お
む
ね
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
特
定

自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
原
動
機
付
自
転
車
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省

令
第
六
十
七
号
。
次
号
に
お
い
て
「
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示



（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の

イ

昼
間
に
限
り
運
転
す
る
特
定
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
六

条
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
五

年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
二
十
号
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
基
準
緩
和
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
八
号
に
規

定
す
る
規
定

ロ

二
輪
の
特
定
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
基
準
緩
和
告
示
第
一
条
第
九
号
に
規
定
す
る
規
定

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
特
定
自
動
車
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
基
準
緩
和
告
示
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
規
定

三

特
定
自
動
車
の
う
ち
、
前
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
保
安
基
準
及
び
細
目
告
示

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の

イ

昼
間
に
限
り
運
転
す
る
特
定
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
準
用
す
る
同
令
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二

十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
五
十
七
号
。
ロ
に
お
い
て
「
原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
基
準
緩
和
告
示
」
と
い
う
。



）
第
三
号
に
規
定
す
る
規
定

ロ

イ
に
掲
げ
る
特
定
自
動
車
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
基
準
緩
和
告
示
第
一
号
及
び
第
二

号
に
規
定
す
る
規
定

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

内
閣
府
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
告
示
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る

特
定
事
業
に
つ
い
て
定
め
る
件
（
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
告
示
第
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


